
唐津市条例第２７号 

   唐津市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の一部 

を改正する条例 

 唐津市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例（平成２７年条例

第２０号）の一部を次のように改正する。 

第９条中「第１０条」を「次条」に改める。 

別表第１中「第１３０条の９の３」を「第１３０条の９の５」に、「別表第２

（り）項第２号」を「別表第２（ぬ）項第２号」に、「別表第２（ぬ）項第１号」

を「別表第２（る）項第１号」に、「別表２（り）項第３号」を「別表第２（ぬ）

項第３号」に改める。 

別表第２中「別表第２（り）項第３号（１３）」を「別表第２（ぬ）項第３号

（１３）」に、「別表第２（ぬ）項第１号（２１）」を「別表第２（る）項第１号

（２１）」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



唐津市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の一部改正新旧対照表 

改      正      後 改      正      前 

（工作物への準用） 

第９条 別表第２に掲げる工作物については、第４条から第６条まで及び次条の規

定を準用する。この場合において、第４条中「別表第１」とあるのは「別表第

２」と、第５条第２号及び第３号中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と

読み替えるものとする。 

別表第１（第４条、第７条、第８条関係） 

区分 建築してはならない建築物 

特定用途制限地域

（虹の松原周辺地

区） 

１～６ 略 

７ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する

令第１３０条の９の５で定めるもの 

８ 略 

９ 法別表第２（ぬ）項第２号及び第３号に掲げる事

業を営む工場 

１０ 法別表第２（る）項第１号に掲げる事業を営む

工場 

１１ 略 

特定用途制限地域

（田園居住地区） 

１～６ 略 

７ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する

令第１３０条の９の５で定めるもの 

８ 略 

９ 法別表第２（ぬ）項第３号に掲げる事業を営む工

場 

（工作物への準用） 

第９条 別表第２に掲げる工作物については、第４条から第６条まで及び第１０条

の規定を準用する。この場合において、第４条中「別表第１」とあるのは「別表

第２」と、第５条第２号及び第３号中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」

と読み替えるものとする。 

別表第１（第４条、第７条、第８条関係） 

区分 建築してはならない建築物 

特定用途制限地域

（虹の松原周辺地

区） 

１～６ 略 

７ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する

令第１３０条の９の３で定めるもの 

８ 略 

９ 法別表第２（り）項第２号及び第３号に掲げる事

業を営む工場 

１０ 法別表第２（ぬ）項第１号に掲げる事業を営む

工場 

１１ 略 

特定用途制限地域

（田園居住地区） 

１～６ 略 

７ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する

令第１３０条の９の３で定めるもの 

８ 略 

９ 法別表第２（り）項第３号に掲げる事業を営む工

場 



１０ 法別表第２（る）項第１号に掲げる事業を営む

工場 

１１ 略 

特定用途制限地域

（主要幹線沿道地

区） 

１～６ 略 

７ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する

令第１３０条の９の５で定めるもの 

８ 法別表第２（ぬ）項第３号に掲げる事業を営む工

場 

９ 法別表第２（る）項第１号に掲げる事業を営む工

場 

１０ 略 

特定用途制限地域

（インターチェンジ

周辺地区） 

１～６ 略 

７ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する

令第１３０条の９の５で定めるもの 

８ 法別表第２（る）項第１号に掲げる事業を営む工

場 

９ 略 

別表第２（第９条関係） 

区分 築造してはならない工作物 

特定用途制限地域

（虹の松原周辺地

区） 

特定用途制限地域

（田園居住地区） 

１ 法第８８条第２項の規定による工作物で法別表第

２（ぬ）項第３号（１３）又は（１３の２）の用途

に供するもの 

２ 法第８８条第２項の規定による工作物で法別表第

２（る）項第１号（２１）の用途に供するもの 

１０ 法別表第２（ぬ）項第１号に掲げる事業を営む

工場 

１１ 略 

特定用途制限地域

（主要幹線沿道地

区） 

１～６ 略 

７ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する

令第１３０条の９の３で定めるもの 

８ 法別表第２（り）項第３号に掲げる事業を営む工

場 

９ 法別表第２（ぬ）項第１号に掲げる事業を営む工

場 

１０ 略 

特定用途制限地域

（インターチェンジ

周辺地区） 

１～６ 略 

７ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する

令第１３０条の９の３で定めるもの 

８ 法別表第２（ぬ）項第１号に掲げる事業を営む工

場 

９ 略 

別表第２（第９条関係） 

区分 築造してはならない工作物 

特定用途制限地域

（虹の松原周辺地

区） 

特定用途制限地域

（田園居住地区） 

１ 法第８８条第２項の規定による工作物で法別表第

２（り）項第３号（１３）又は（１３の２）の用途

に供するもの 

２ 法第８８条第２項の規定による工作物で法別表第

２（ぬ）項第１号（２１）の用途に供するもの 



特定用途制限地域

（主要幹線沿道地

区） 

特定用途制限地域

（インターチェンジ

周辺地区） 

３ 略 

 

特定用途制限地域

（主要幹線沿道地

区） 

特定用途制限地域

（インターチェンジ

周辺地区） 

３ 略 

 

 

 

 

 

 

 


